
警視庁交通部

運転者・同乗者ともにヘルメットを着用！

歩道は通行不可
「普通自転車歩道通行可」

この標識があっても

標識に注意
「自転車を除く」の補助標識は、
タンデム自転車は含まれません。

道路で乗れるのは、

２人まで！

※自転車利用者はヘルメット着用が努力義務となっています。

●全長が長く、重量も重い
●小回りが利かない
●バランスを崩しやすい
●速度が出やすい

あらかじめ安全な場所で

を！

タンデム自転車ってなに？
２人以上の乗車装置及びペダル装置が縦列に設けられた自転車のことです。

皆さんが一般に乗っている「普通自転車」ではありません
交通ルールをしっかりと確認して、安全に利用してください。

タンデム自転車を利用する際は


